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１
．
は
じ
め
に

農
地
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備
事
業
）
は
、
水
田
の
大

区
画
化
・
汎
用
化
等
の
基
盤
整
備
を
総
合
的
に
実
施
し
、

担
い
手
へ
の
農
地
集
積
や
農
業
機
械
の
大
型
化
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
と
い
っ
た
農
業
生

産
性
の
向
上
の
み
な
ら
ず
、
担
い
手
の
育
成
・
確
保
や

農
業
経
営
の
複
合
化
・
安
定
化
な
ど
、
地
域
の
農
業
構

造
の
改
革
に
寄
与
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
中
、
平
成
25
年
12
月
に
は
、
官
邸
に
お
い

て
「
農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
」
が
と

り
ま
と
め
ら
れ
、
農
業
を
足
腰
の
強
い
産
業
と
し
て
い

く
た
め
の
政
策
（
産
業
政
策
）
と
農
業
・
農
村
の
有
す

る
多
面
的
機
能
の
維
持
・
発
揮
を
図
る
た
め
の
政
策（
地

域
政
策
）
を
車
の
両
輪
と
し
て
推
進
し
て
い
く
こ
と
と

さ
れ
た
。
そ
の
中
で
産
業
政
策
の
一
環
と
し
て
、「
農

地
中
間
管
理
機
構
を
通
じ
た
農
地
の
集
約
化
な
ど
の
生

産
コ
ス
ト
の
削
減
の
取
組
」
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
、
農
村
振
興
局
と
し
て
も
、
農
地
中
間
管
理
機
構

（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）
と
も
連
携
し
た
農
地
整
備

事
業
の
実
施
に
よ
り
、
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集

約
化
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
農
地

整
備
事
業
と
機
構
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ

る
。

２
．
農
地
中
間
管
理
機
構
の
概
要

平
成
25
年
12
月
５
日
に
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。）
及
び

農
業
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
が
成
立

し
、
平
成
26
年
３
月
１
日
に
機
構
法
が
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
、
我
が
国
農
業
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る

た
め
、
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
を
行
う
機
構
を
都

道
府
県
段
階
に
創
設
す
る
と
と
も
に
、
機
構
の
設
立
に

あ
わ
せ
、
遊
休
農
地
解
消
措
置
の
改
善
、
青
年
等
の
就

農
促
進
策
の
強
化
、
農
業
法
人
に
対
す
る
投
資
の
円
滑

化
等
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
。

機
構
は
、
農
地
の
有
効
利
用
の
継
続
や
農
業
経
営
の

効
率
化
を
進
め
る
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集

約
化
を
進
め
る
た
め
、

都
道
府
県
に
１
つ
に

限
っ
て
公
的
な
機
関
と

し
て
整
備
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
機
構
が
行
う

農
地
中
間
管
理
事
業
の

主
な
も
の
と
し
て
、
①

農
地
の
借
受
け
、
貸
付

け
、
②
農
地
の
利
用
条

件
の
改
善
、
③
農
地
の

管
理
が
あ
る
。
具
体
的

な
農
地
中
間
管
理
事
業

の
流
れ
と
し
て
は
、
地

域
内
の
分
散
・
錯
綜
し

た
農
地
や
耕
作
放
棄
地

等
を
機
構
が
借
受
け
、

必
要
な
場
合
に
は
、
基

盤
整
備
等
の
条
件
整
備

を
行
っ
た
上
で
、
担
い

手
（
法
人
経
営
・
大
規

図―１　農地中間管理機構の仕組み

① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合
や、耕作放棄地等について、中間管理機構が借り受け

② 中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、
担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）がまとまりのある形で農地を利用
できるよう配慮して、貸付け

③ 中間管理機構は、当該農地について農地としての管理

④ 中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、農地中間管理機構を中心と
する関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進

借受け
貸付け

農地中間管理機構（農地集積バンク）

農
地
整
備
事
業
と
農
地
中
間
管
理
機
構
に
つ
い
て
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産
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模
家
族
経
営
・
集
落
営
農
・
企
業
）
が
ま
と
ま
り
の
あ

る
形
で
農
地
を
利
用
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
、
貸
し
付

け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
実

施
に
あ
た
っ
て
は
、
機
構
は
そ
の
業
務
の
一
部
を
市
町

村
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
、
機
構
を
中
心
と
す
る

関
係
者
の
総
力
で
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
機
構
と
相
俟
っ
て
、
効
率
的
な
担
い
手
へ
の

農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
加
速
化
す
る
た
め
、
人
・
農

地
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
た
め
の
人
・
農
地
問
題
解
決
加

速
化
支
援
事
業
や
機
構
に
農
地
を
集
め
る
た
め
の
機
構

集
積
協
力
金
等
の
様
々
な
支
援
策
が
用
意
さ
れ
て
お

り
、
農
業
農
村
整
備
事
業
に
お
い
て
も
、
平
成
25
年
度

補
正
予
算
か
ら
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
に
お

け
る
農
地
集
積
促
進
費
の
助
成
割
合
の
引
き
上
げ
や
、

農
業
基
盤
整
備
促
進
事
業
に
お
け
る
定
額
助
成
単
価
の

加
算
等
の
拡
充
を
行
っ
て
い
る
。

３
．
農
地
整
備
事
業
と
の
関
係

機
構
は
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
化
を
図
る
た

め
、
農
家
（
出
し
手
）
か
ら
農
地
を
借
受
け
て
担
い
手

（
受
け
手
）
に
貸
付
け
る
際
に
必
要
に
応
じ
て
基
盤
整

備
等
の
条
件
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の

基
盤
整
備
を
行
う
ツ
ー
ル
は
、
農
業
農
村
整
備
事
業
の

各
種
事
業
と
な
る
。
農
業
農
村
整
備
事
業
に
お
い
て
農

地
整
備
を
行
う
事
業
と
し
て
は
、
①
一
定
規
模
以
上
の

未
整
備
地
域
等
を
対
象
に
、
ほ
場
の
大
区
画
化
・
汎
用

化
等
の
基
盤
整
備
を
総
合
的
に
実
施
す
る
ほ
場
整
備
事

業
と
、
②
一
次
整
備
が
行
わ
れ
た
地
域
を
対
象
に
、
畦

畔
除
去
等
に
よ
る
区
画
拡
大
や
暗
渠
排
水
等
の
簡
易
な

基
盤
整
備
を
行
う
事
業
の
２
つ
に
大
別

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事

業
が
実
施
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
、
機

構
の
介
在
に
よ
り
農
地
の
集
積
・
集
約

化
が
行
わ
れ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
影

響
が
あ
る
の
か
、
特
に
事
業
実
施
に
伴

う
農
家
負
担
を
中
心
に
具
体
的
に
考
え

て
み
た
い
。

（
１
）
ほ
場
整
備
事
業
（
県
営
農
地
整

備
事
業
、
国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

等
）
と
の
関
係

ほ
場
整
備
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に

は
、
事
業
の
実
施
前
か
ら
地
区
内
の
３

条
資
格
者
に
対
し
て
事
業
実
施
に
関
す

る
合
意
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業

計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ほ
場
の

整
備
計
画
は
も
と
よ
り
営
農
計
画
や
農

地
集
積
計
画
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
事
業
実
施
主

体
で
あ
る
国
や
都
道
府
県
等
は
勿
論
の

こ
と
、
ほ
場
整
備
後
の
換
地
計
画
の
策

定
や
賦
課
金
の
徴
収
等
を
行
う
土
地
改

良
区
は
、
地
元
を
と
り
ま
と
め
る
上
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

一
般
的
な
ほ
場
整
備
事
業
と
機
構
と

の
関
係
を
示
し
た
も
の
が
図
︱
２
で
あ

る
が
、
当
初
、
機
構
の
構
想
が
持
ち
上

が
っ
た
時
は
、「
農
家
は
負
担
金
ゼ
ロ

で
基
盤
整
備
を
し
て
も
ら
え
る
」
と
い

図―２　ほ場整備事業と農地中間管理機構との関係

＞化約集・積集のへ手い担＜＞分処地換・化画区大＜＞況現＜
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※

A CB 担い手の農地 小規模農家の農地 中間機構借受等農地＜凡例＞

離農者の農地、遊休農地等の
農地中間管理権を取得※１

中間機構が農地中間管理権を
有する農地を含む一定のまと
まりのある地域において、土地
改良区等がほ場整備事業の
合意を形成

担い手に

貸付け※２

原則として、中間機構が３条資格
者となって事業に参加するとともに、
特別・経常賦課金を負担

貸付後は原則として担い手が３条資格者
となって特別・経常賦課金を負担

※１ ほ場整備事業の開始後に借受ける場合もある
※２ ほ場整備事業の実施中又は完了後に貸付ける
※３ 区画整理が完了した工区ごとに促進費を交付する場合もある

連携

Ｂ
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う
よ
う
な
誤
解
が
地
方
で
は
広
が
っ
た
。
ほ
場
整
備
事

業
を
実
施
す
る
エ
リ
ア
の
農
地
を
機
構
が
借
受
け
し
た

場
合
、
原
則
、
機
構
が
３
条
資
格
者
と
な
る
こ
と
か
ら
、

当
該
農
地
の
特
別
及
び
経
常
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
機

構
が
３
条
資
格
者
の
間
（
出
し
手
か
ら
農
地
を
借
受
け

て
担
い
手
に
貸
付
け
る
ま
で
の
間
）
は
負
担
す
る
こ
と

と
な
る
。
特
別
賦
課
金
の
支
払
形
態
や
農
地
の
賃
借
料

設
定
の
考
え
方
は
地
域
に
よ
り
様
々
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
機
構
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
農
家
負
担
が
こ
れ

ま
で
と
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
一
般

論
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
ほ

場
整
備
事
業
の
特
別
賦
課
金
は
３
条
資
格
者
が
担
い
手

で
あ
る
か
、
所
有
者
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
実
質
所

有
者
が
負
担
し
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
こ
と

か
ら
、
一
定
の
仮
定
の
下
、
事
例
的
に
議
論
を
し
て
み

た
い
。

例
え
ば
図
︱
３
に
示
す
よ
う
に
担
い
手
が
３
条
資
格

者
で
あ
り
所
有
者
が
特
別
賦
課
金
を
実
質
負
担
し
て
い

る
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
こ
で
は
単
純
化
す

る
た
め
に
、
経
常
賦
課
金
に
つ
い
て
は
考
慮
し
な
い
こ

と
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
機
構
に
よ
る
貸
付
け
後
は
原

則
、
担
い
手
が
３
条
資
格
者
と
な
り
特
別
賦
課
金
を
支

払
う
こ
と
に
な
る
が
、
貸
付
け
後
も
特
別
賦
課
金
は
実

質
所
有
者
が
負
担
す
る
と
す
れ
ば
、所
有
者
と
担
い
手
、

機
構
と
の
間
で
特
別
賦
課
金
を
考
慮
し
た
賃
借
料
の
設

定
が
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
機
構
が

農
地
を
借
受
け
て
貸
付
け
る
ま
で
の
間
を
除
け
ば
、
機

構
の
介
在
に
よ
り
所
有
者
と
担
い
手
の
実
質
の
負
担
は

変
わ
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
想
定

さ
れ
る
ケ
ー
ス
全
て
に
つ
い
て
示
せ
な
い
が
、
他
の

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
考
え
て
も
同
様
の
こ

と
が
言
え
、
結
局
は
機
構
の
介
在
に
よ

り
所
有
者
や
担
い
手
の
実
質
の
負
担
は

こ
れ
ま
で
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、

機
構
が
農
地
中
間
管
理
権
を
有
す
る
農

地
を
貸
し
付
け
る
ま
で
の
間
（
特
別
賦

課
金
を
負
担
す
る
間
）
だ
け
、
所
有
者

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
県
営
ほ
場
整
備
事
業

の
場
合
、
農
家
負
担
金
の
償
還
は
早
い

地
区
で
は
事
業
開
始
の
翌
年
度
か
ら
始

ま
る
も
の
の
、
事
業
の
平
均
工
期
は
６

年
程
度
で
あ
る
こ
と
や
、
機
構
が
農
地

の
滞
留
を
防
止
す
る
た
め
に
長
期
間
の

農
地
の
借
受
け
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ

と
等
を
考
え
る
と
、
機
構
が
実
質
３
条

資
格
者
と
な
っ
て
特
別
賦
課
金
を
負
担

す
る
期
間
は
限
定
的
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
農
家
負
担
の
面
で
は
、
機
構
が
介

在
す
る
こ
と
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
与

え
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

一
方
、平
成
25
年
度
補
正
予
算
か
ら
、

農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
農

地
整
備
事
業
に
お
い
て
、
農
地
集
積
促

進
費
が
拡
充
さ
れ
た
。
本
促
進
費
の
交

付
は
、
総
事
業
費
が
確
定
し
た
工
事
完

了
後
か
ら
、農
地
集
積
の
目
標
年
度（
工

事
完
了
年
度
の
５
年
後
ま
で
の
年
度
）

ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
一
般

的
で
は
あ
る
が
、
事
業
実
施
期
間
中
に

図―３　担い手が３条資格者の場合の機構介在による農家負担の変化（ほ場整備事業）

これまで

○担い手（耕作者）が３条資格者

で所有者が特別賦課金を負担

している場合

農地中間管理機構介在

土地改良区

所有者
担い手

（３条資格者）

基盤整備後の
賃借料の支払

機構が農地中間管理権を取得し、担い手に貸付け

土地改良区

貸付け前

貸付け後

農地中間管理機構
（３条資格者）

所有者

基盤整備後の
賃借料の支払

土地改良区

担い手
（３条資格者）

農地中間
管理機構

所有者

機構が３条資格者の間のみ所有者の負担が軽減

所有者と担い手の負担は実質変わらない

特別賦課金の
支払特別賦課金の

支払

特別賦課金の
支払

農地中間管理機構が特別賦課金を支払

担い手が特別賦課金を支払う（実質は、所有者が負担）が、担い手が

機構に支払う賃借料は、特別賦課金を考慮して設定

担い手
特別賦課金の

支払

特別賦課金を考慮
した賃借料の支払

特別賦課金を考慮
した賃借料の支払
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お
い
て
も
農
地
集
積
率
の
達
成
が
確
認
さ
れ
た
分
に
つ

い
て
は
、一
部
前
倒
し
で
の
交
付
を
可
能
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
促
進
費
の
助
成
割
合
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、
農

家
負
担
を
実
質
ゼ
ロ
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
農
地
集
積
促
進
費
を
活
用
す
る
地
区
に
お
い

て
は
、
機
構
が
支
払
う
特
別
賦
課
金
と
農
地
集
積
促
進

費
に
つ
い
て
、
国
費
の
重
複
補
助
と
な
ら
な
い
よ
う
調

整
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
２
）
簡
易
な
基
盤
整
備
と
の
関
係

畦
畔
除
去
等
に
よ
る
区
画
拡
大
や
暗
渠
排
水
の
簡
易

な
基
盤
整
備
は
、
平
成
23
年
度
第
４
次
補
正
予
算
に
お

い
て
、
農
業
体
質
強
化
基
盤
整
備
促
進
事
業
に
よ
る
定

額
助
成
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
こ
こ
数

年
、
整
備
が
加
速
化
し
て
き
て
い
る
。
畦
畔
除
去
等
に

よ
る
区
画
拡
大
は
、
土
地
改
良
法
第
２
条
第
２
項
第
２

号
の
「
区
画
整
理
」
に
該
当
す
る
が
、
こ
こ
で
は
土
地

改
良
法
に
基
づ
か
な
い
畦
畔
除
去
等
に
よ
る
区
画
拡
大

な
ど
の
簡
易
な
基
盤
整
備
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
。簡

易
な
基
盤
整
備
と
機
構
と
の
関
係
を
示
し
た
も
の

が
図
︱
４
で
あ
る
が
、
簡
易
な
基
盤
整
備
に
よ
り
、
地

域
の
用
排
水
系
統
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
や
、
虫
食
い

的
な
整
備
で
は
な
く
一
定
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
地
域
で

整
備
を
行
う
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
前
述
の
ほ
場
整
備
事
業
の
場
合
と
同
様
、
事
業
の

実
施
に
あ
た
っ
て
の
地
域
の
合
意
形
成
な
ど
に
お
い

て
、
土
地
改
良
区
の
果
た
す
役
割
が
重
要
と
な
っ
て
く

る
。

機
構
が
農
地
中
間
管
理
権
を
取
得
し

て
い
る
農
地
に
お
い
て
簡
易
な
基
盤
整

備
を
実
施
す
る
場
合
の
農
家
負
担
金

（
国
の
補
助
残
）
に
つ
い
て
は
、
土
地

改
良
法
に
基
づ
く
事
業
で
な
い
こ
と

や
、
事
業
工
期
が
比
較
的
短
い
こ
と
か

ら
、
機
構
が
無
利
子
資
金
に
よ
っ
て
肩

代
わ
り
し
、
受
け
手
と
出
し
手
の
賃
料

の
差
額
に
よ
っ
て
一
定
の
期
間
を
か
け

て
回
収
す
る
ス
キ
ー
ム
と
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
何
十
年
と
い
っ

た
長
期
間
を
か
け
な
け
れ
ば
農
家
負
担

金
を
回
収
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
は
原

則
、
事
業
を
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
と

の
考
え
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
事
業
実
施
の
可
否
に

つ
い
て
は
、
機
構
が
判
断
す
る
こ
と
に

な
る
。

簡
易
な
基
盤
整
備
に
つ
い
て
も
、
ほ

場
整
備
事
業
の
場
合
と
同
様
に
機
構
が

介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
農
家
負
担
が
ど

の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
を
考
え
て
み

る
。
こ
れ
ま
で
所
有
者
が
農
家
負
担
金

を
Ｎ
年
間
で
償
還
し
て
い
た
場
合
、
機

構
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
農
家
負
担

金
を
機
構
が
一
括
払
い
す
る
こ
と
と
な

る
が
、
こ
の
負
担
金
を
Ｎ
年
間
で
賃
料

の
差
額
で
回
収
す
る
と
仮
定
す
る
と
、

機
構
介
在
に
か
か
わ
ら
ず
担
い
手
は
基

盤
整
備
後
の
賃
借
料
を
支
払
う
こ
と
と

図―４　簡易な基盤整備と農地中間管理機構との関係

＜現況＞
＜簡易な基盤整備＞

（畦畔除去による区画拡大等）
＜担い手への集積・集約化＞

Ｂ

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

Ａ

C

C

C

Ａ

Ｂ

ＣＡ

ＣＡＡ

Ｂ

ＢＢ

Ａ

離農者・規模縮小農家の農地や
必要に応じ担い手の農地の
農地中間管理権を取得

中間機構が農地中間管理権を有する農
地を含む一定のまとまりのある地域にお
いて、土地改良区等が、地域の用排水系
統を勘案しつつ、簡易整備の合意を形成

担い手に
貸付け

中間機構が農地中間管理権を有している農地に係る
簡易な基盤整備の補助残は、機構が無利子資金に
よって措置し、賃料の差額によって回収

連携

A CB 担い手の農地 小規模農家の農地 中間機構借受等農地＜凡例＞

Ｂ

Ｂ
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な
る
。
ま
た
、
所
有
者
に
つ
い
て
は
、
機
構
介
在
後
は

基
盤
整
備
前
の
賃
借
料
を
受
け
取
る
こ
と
と
な
る
が
、

こ
れ
ま
で
は
担
い
手
か
ら
基
盤
整
備
後
の
賃
借
料
を
受

け
取
り
つ
つ
、
基
盤
整
備
の
負
担
金
を
払
っ
て
い
た
こ

と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
担
い
手
と
所
有
者
の
実
質
の
負
担

は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
一
方
、
こ
れ
ま
で
担

い
手
が
農
家
負
担
金
を
支
払
っ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て

も
、
結
果
は
同
じ
で
あ
り
、
簡
易
な
基
盤
整
備
に
つ
い

て
も
、
ほ
場
整
備
事
業
の
場
合
と
同
様
に
機
構
の
介
在

に
よ
り
実
質
の
農
家
負
担
は
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
る
。

さ
ら
に
、
簡
易
な
基
盤
整
備
は
、
こ
れ
ま
で
は
市
町

村
や
土
地
改
良
区
等
が
事
業
実
施
主
体
と
な
っ
て
実
施

し
て
き
て
い
る
が
、
今
回
の
機
構
法
の
施
行
も
見
据
え

て
、
平
成
25
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
機
構
が
事
業
実

施
主
体
と
な
る
こ
と
も
可
能
と
し
て
い
る
。
前
述
の
ほ

場
整
備
事
業
に
お
い
て
も
、
農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
支
援
交
付
金
等
に
お
い
て
、
機
構
が
事
業
実

施
主
体
に
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
機
構
の
ほ
場

整
備
事
業
に
対
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
や
執
行
体
制
等
を
考
慮

す
る
と
主
に
機
構
が
事
業
実
施
主
体
と
な
る
の
は
、
簡

易
な
基
盤
整
備
を
行
う
場
合
と
想
定
し
て
い
る
。

ほ
場
整
備
事
業
と
簡
易
な
基
盤
整
備
に
つ
い
て
、
あ

る
一
定
の
仮
定
の
下
、
機
構
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
所
有
者
や
担
い
手
の
負
担
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
が
、
結
論
と
し
て

は
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
所
有
者
や
担
い
手
の

実
質
の
負
担
は
変
わ
ら
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の

結
果
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
所
有
者
が
特

別
賦
課
金
を
負
担
し
て
い
た
が
、
機
構

が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
特
別
賦
課
金

が
担
い
手
に
転
嫁
さ
れ
負
担
が
増
え
る

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
所
有
者
と
担

い
手
の
利
益
が
相
反
し
て
し
ま
い
、
機

構
の
活
用
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
場
の
実
態
と

し
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
地
域
に

お
け
る
特
別
賦
課
金
の
支
払
形
態
や
経

常
賦
課
金
も
含
め
た
農
地
の
賃
借
料
の

設
定
の
考
え
方
は
多
様
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
必
ず
し
も
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な

結
果
と
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
場
合
は
、

様
々
な
負
担
を
含
め
た
所
有
者
と
担
い

手
、
機
構
の
間
で
の
合
意
に
よ
り
、
農

地
の
賃
貸
借
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
３
）
土
地
改
良
区
が
留
意
す
べ
き
事
項

機
構
の
創
設
に
伴
い
、
ほ
場
整
備
事

業
や
簡
易
な
基
盤
整
備
の
実
施
に
あ
た

り
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
土
地
改
良
区
が
重

要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
機
構
が
介
在
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
具
体
的
に
土
地
改
良
区
が
ど
の

よ
う
な
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

①
用
水
需
要
の
変
化

機
構
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
担

い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
が
進

図―５　機構介在による農家負担の変化（簡易な基盤整備）

これまで

○所有者が農家負担金を支払う場合

農地中間管理機構介在

土地改良区

所有者 担い手

機構が農地中間管理権を取得し、担い手に貸付け

貸付け後

担い手
農地中間

管理機構
所有者

農家負担金の
支払

所有者と担い手の農家負担は実質変わらない

土地改良区

貸付け前

農地中間管理機構所有者

基盤整備前の
賃借料の支払

農地中間管理機構が農家負担金を一時的に立替

農家負担金を一括支払（立替払）

農地中間管理機構が農家負担金を一括支払（立替払）

担い手

農地中間管理機構は立替払した農家負担金を賃料の差額で回収

基盤整備後の
賃借料の支払

基盤整備後の
賃借料の支払

基盤整備前の
賃借料の支払
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む
と
、
転
作
作
物
の
団
地
化
や
直
播
の
導
入
な
ど
営
農

に
変
化
が
生
じ
、
用
水
需
要
も
変
化
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
変
化
に
対
応
し
た
用

排
水
路
の
通
水
能
力
の
確
認
や
水
管
理
等
が
必
要
と
な
る
。

②
組
合
員
資
格
の
変
更

ほ
場
整
備
事
業
に
お
い
て
は
、
機
構
に
よ
る
農
地
の

借
受
け
や
貸
付
け
に
伴
い
、
所
有
者
か
ら
機
構
、
さ
ら

に
機
構
か
ら
担
い
手
と
い
っ
た
３
条
資
格
者
の
変
更
が

増
加
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
担
い
手
へ
の

農
地
の
集
積
・
集
約
化
が
進
む
こ
と
に
よ
り
、
組
合
員

数
が
減
少
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
賦
課
金
徴
収
業
務

の
合
理
化
に
つ
な
が
る
。

③
ほ
場
整
備
事
業
の
円
滑
な
実
施

耕
作
放
棄
地
や
所
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
農
地
等
に
お
い
て
、
機
構
が
３
条
資
格
者
と
な
っ
て

事
業
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ほ
場
整
備
事
業
の
円

滑
な
実
施
に
資
す
る
。

④
運
営
基
盤
の
強
化

機
構
が
介
在
し
、
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約

化
が
進
む
こ
と
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
管
内
の
耕
作
放

棄
地
の
発
生
が
防
止
さ
れ
、
賦
課
金
の
不
払
い
が
防
止

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
の
運
営
基

盤
の
強
化
に
つ
な
が
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
機
構
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
事
業
や
運
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
か
ら
、
土
地
改
良
区
と
し
て
は
、
む
し
ろ
積
極
的

に
機
構
と
連
絡
・
調
整
し
て
、
地
域
の
農
地
整
備
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
機
構
法
で
は
第
22

条
に
お
い
て
、特
定
の
業
務
を
除
い
て
「
業
務
の
委
託
」

が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
第
24
条
に
お
い
て

も
、「
事
業
へ
の
協
力
」と
い
う
事
項
が
あ
り
、

「
土
地
改
良
区
や
都
道
府
県
土
地
改
良
事
業

団
体
連
合
会
等
は
農
地
中
間
管
理
事
業
の
実

施
に
関
し
機
構
か
ら
必
要
な
協
力
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。」と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
土
地
改
良
区
の
協
力
内
容
と
し
て

は
、基
盤
整
備
に
か
か
る
事
業
の
合
意
形
成
、

調
査
測
量
設
計
、
工
事
費
積
算
、
現
場
施
工

管
理
、
農
地
集
積
計
画
の
策
定
・
調
整
（
換

地
を
含
む
）
等
が
想
定
さ
れ
る
。

４
．
農
地
整
備
事
業
に
お
け
る
平
成
25

年
度
補
正
予
算
で
の
拡
充
内
容

こ
れ
ま
で
農
地
整
備
事
業
と
機
構
の
関
係

に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
平
成
25
年
度
補
正

予
算
に
お
い
て
、
機
構
と
連
携
し
た
農
地
の

集
積
・
集
約
化
を
推
進
す
る
た
め
、
農
地
整

備
事
業
に
お
い
て
事
業
制
度
の
様
々
な
拡
充

を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
主
な
拡

充
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

（
１
）
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業

①
中
山
間
地
域
に
お
け
る
受
益
面
積
要
件
の
緩
和

厳
し
い
地
形
条
件
を
有
し
、
ま
と
ま
っ
た

農
地
に
乏
し
い
中
山
間
地
域
に
お
い
て
は
、

受
益
面
積
要
件
の
制
約
に
よ
り
、
事
業
化
が

困
難
と
な
っ
て
い
る
地
域
が
存
在
す
る
。
こ

図―６　機構介在による土地改良区を取り巻く変化

○ 農地集積・水田フル活用によって、

→ 営農と用水需要が変化（転作作物の団地
化、ブロックローテーション、直播栽培の導
入、野菜・果樹の生産拡大等）

→ 組合員数が減少（費用・労力の負担者数
の減少）

○ 農地集積・集約化に当たり、土地改良区と機
構の連絡・調整が必要

○ 営農の転換に当たり、土地改良区と大規模
経営体の調整が必要

堰 集中管理 分水工操作

分水工

草刈り

土地改良区

・取水・配水操作
・点検・修繕

取水

【現場の変化】

【留意点】

【今後の対応】

○ 用水系統を考慮して農地の集積・集約化を
図ることが水管理の合理化に有効

○ 供給できる農業用水の水量・時期に制約が
ある中で、用水需要の変化に対応する必要
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の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、中
山
間
地
域
に
お
い
て
も
、

担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
に
不
可
欠
な
基
盤

整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
受
益
面
積
要
件
を
通
常
の

20 

ha
以
上
か
ら
10 

ha
以
上
に
緩
和
し
た
「
中
山
間
地
域

型
」
を
創
設
し
た
。

②
農
業
経
営
高
度
化
促
進
事
業
（
農
地
集
積
促
進
費
）

の
拡
充

県
営
農
地
整
備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
は
、
担
い
手

へ
の
農
地
集
積
率
を
最
低
30
％
以
上
と
す
る
こ
と
が
実

施
要
件
と
な
っ
て
い
た
が
、
農
地
集
積
率
の
一
層
の
向

上
を
図
る
た
め
、
最
低
要
件
を
50
％
以
上
に
厳
格
化
す

る
見
返
り
と
し
て
、農
地
整
備
事
業
の
農
家
負
担
金（
償

還
費
）
に
も
充
当
可
能
な
農
地
集
積
促
進
費
に
つ
い
て

拡
充
し
た
。
具
体
的
に
は
、
図
︱
７
に
示
す
と
お
り
、

複
数
あ
っ
た
事
業
の
指
標
を
中
心
経
営
体
集
積
率
に
一

本
化
す
る
と
と
も
に
、
助
成
割
合
の
上
限
を
７
・
５
％

か
ら
農
家
負
担
ゼ
ロ
を
可
能
と
す
る
12
・
５
％
ま
で
引

き
上
げ
た
。
ま
た
、
事
業
実
施
主
体
に
土
地
改
良
区
を

追
加
す
る
と
と
も
に
、
北
海
道
を
は
じ
め
と
す
る
積
雪

寒
冷
地
の
課
題
で
あ
る
通
年
施
行
に
よ
る
工
事
の
加
速

化
を
通
じ
た
農
地
集
積
の
促
進
支
援
を
可
能
と
し
た
。

さ
ら
に
、
国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
に
お
い
て
も
、
県

営
農
地
整
備
事
業
と
同
様
に
本
促
進
費
の
適
用
が
で
き

る
こ
と
と
し
た
。

③
実
施
計
画
策
定
の
助
成
期
間
の
拡
充

農
地
整
備
事
業
の
実
施
計
画
策
定
の
助
成
期
間
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
１
年
以
内
で
あ
っ
た
も
の
を
担
い
手

へ
の
農
地
集
積
率
が
80
％
以
上
と
な
る
こ
と
が
確
実
と

見
込
ま
れ
る
地
区
に
あ
っ
て
は
、
助
成
期
間
を
２
年
以

内
に
拡
充
し
た
。

（
２
）
農
業
基
盤
整
備
促
進
事
業

①
定
額
助
成
メ
ニ
ュ
ー
の
拡
充

こ
れ
ま
で
水
田
の
畦
畔
除
去
等
に
よ
る
区
画
拡
大
や

暗
渠
排
水
に
限
ら
れ
て
い
た
定
額
助
成
メ
ニ
ュ
ー
に
つ

い
て
、
更
に
農
業
者
の
自
力
施
工
も
活
用
し
た
簡
易
な

基
盤
整
備
を
安
価
か
つ
迅
速
に
推
進
す
る
た
め
、「
畑

の
区
画
拡
大
」「
湧
水
処
理
」「
末
端
の
畑
地
か
ん
が
い

施
設
の
整
備
」
の
３
つ
の
メ
ニ
ュ
ー
を
新
た
に
追
加
し

た
。
ま
た
、
定
額
助
成
単
価
に
つ
い
て
、
農
地
の
集
約

化
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
本
事
業
を
契
機
と
し
て
同

一
の
中
心
経
営
体
に
１
ha
以
上（
北
海
道
は
３
ha
以
上
）

集
約
化
（
面
的
集
積
）
す
る
農
地
を
整
備
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
定
額
助
成
単
価
を
２
割
加
算
す
る
こ
と
と

し
た
。（
図
︱
８
の
下
線
部
参
照
）

②
農
地
中
間
管
理
機
構
の
事
業
実
施
主
体
へ
の
追
加

こ
れ
ま
で
も
農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
本
事
業
の
事

業
実
施
主
体
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
機
構

が
借
り
受
け
た
農
地
に
お
い
て
、
機
構
自
ら
畦
畔
除
去

に
よ
る
区
画
拡
大
等
の
簡
易
な
基
盤
整
備
を
行
う
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
機
構
を
事
業
実
施
主
体
に
追
加

し
た
。

③
調
査
・
調
整
事
業
の
創
設

担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
推
進
す
る
た

め
に
は
、
基
盤
整
備
と
併
せ
て
農
地
の
権
利
関
係
や
農

地
集
積
に
対
す
る
農
家
の
意
向
把
握
等
が
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
、
権
利
関
係
、
農
家
意
向
、
農
地
集
積
、
基

盤
整
備
等
に
関
す
る
調
査
・
調
整
活
動
を
支
援
す
る
調

査
・
調
整
事
業
を
創
設
し
た
。

図―７　農業競争力強化基盤整備事業における農業経営高度化促進事業の拡充内容

業事備整編再地農営国業事備整地農営県府道都

中心経営体
集積率

基本 集約化加算※ 計 基本 集約化加算※ 計

８５％以上 ８．５％ ＋４．０％ １２．５％ ２．２％ ＋１．０％ ３．２％

７５～８５％ ７．５％ ＋３．０％ １０．５％ １．９％ ＋０．８％ ２．７％

６５～７５％ ６．５％ ＋２．０％ ８．５％ １．７％ ＋０．５％ ２．２％

５５～６５％ ５．５％ ＋１．０％ ６．５％ １．４％ ＋０．３％ １．７％

※中心経営体に集積する農地面積の80％以上を集約化（面的集積）する場合

中心経営体集積率（％）
中心経営体の集積面積（ha）

受益面積（ha）
＝ 集約化加算：

中心経営体の集約化面積（ha）
中心経営体の集積面積(ha）

≧８０％

○実施主体： 都道府県、市町村、土地改良区

○対象事業： 都道府県営農地整備事業（農業競争力強化基盤整備事業）、国営農地再編整備事業

○助成割合：
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５
．
お
わ
り
に

今
後
、
平
成
26
年
度
の
前
半
ま
で
に
機
構
が
各
都
道

府
県
に
設
置
さ
れ
、
機
構
の
本
格
的
な
取
組
が
開
始
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
機
構
と
連
携
し
た
農
地
整
備
事

業
に
お
け
る
具
体
的
な
取
組
に
つ
い
て
は
手
探
り
の
部

分
も
多
く
、
平
成
26
年
度
は
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ

つ
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
農
業
農
村
整
備
事
業

関
係
者
の
関
心
事
項
と
思
わ
れ
る
機
構
と
連
携
し
た
場

合
の
農
地
整
備
事
業
の
農
家
負
担
へ
の
影
響
を
中
心
に

私
見
を
述
べ
た
が
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
所
有
者
と
担

い
手
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
地
域
に
お
い
て
様
々

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
家
負
担
の
変
化
に
つ
い
て
一
概

に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
機
構
が

行
う
事
業
は
農
地
整
備
事
業
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
機
構
を
活
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
機
構
集
積
協
力
金
な
ど
様
々
な
支
援
策
が
用

意
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
実
施
地
区
で
は
市
町

村
、
土
地
改
良
区
な
ど
地
域
関
係
者
の
話
し
合
い
に
よ

り
機
構
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ
の
際
、
我
々
行
政
は
積
極
的
に
地
域
に
対

し
て
各
種
制
度
の
紹
介
や
助
言
等
を
通
じ
て
し
っ
か
り

支
援
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
る
。

我
が
国
の
農
業
・
農
山
漁
村
の
現
場
を
取
り
巻
く
状

況
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、
今
年
は
「
農
地
中
間
管
理
機

構
の
創
設
」
は
も
と
よ
り
、「
経
営
所
得
安
定
対
策
の

見
直
し
」「
水
田
フ
ル
活
用
と
米
政
策
の
見
直
し
」「
日

本
型
直
接
支
払
制
度
の
創
設
」
と
い
っ
た
４
つ
の
改
革

に
よ
り
、
農
林
水
産
業
の
成
長
産
業
化
を
図
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
農
地
整
備
事
業
に
つ
い
て
も
、
機
構
と
の

連
携
に
よ
る
相
乗
効
果
に
よ
り
、
効
率
的
な
担
い
手
へ

の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
が
図
ら
れ
、
改
革
の
一
翼
を

担
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
参
考
・
引
用
文
献
）

・
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
（
平
成
25
年
12
月
10
日

農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
本
部
決
定
）

・
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第

１
０
１
号
）

・
新
た
な
農
業
・
農
村
政
策
が
始
ま
り
ま
す
! !
（
平
成
25
年
12
月
農

林
水
産
省
）

※
本
投
稿
文
の
内
容
や
意
見
は
、
執
筆
者
個
人
に
属
し
、
農
林
水
産

省
の
公
式
見
解
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
し
だ
け
ん
い
ち
・

現 

農
林
水
産
省　

農
村
振
興
局　

整
備
部　

水
資
源
課

課
長
補
佐
（
地
域
調
査
班
）

前 

農
林
水
産
省　

農
村
振
興
局　

整
備
部　

農
地
資
源
課

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
推
進
室　

課
長
補
佐

（
経
営
体
育
成
事
業
企
画
班
）

図―８　農業基盤整備促進事業における定額助成メニューの拡充内容
区画拡大前 畦畔除去 区画拡大後

工種 定額助成単価 備考

田・畑の区画拡大
10万円/10a
（20万円/10a）

（）は水路の変更（管水路

化等）を伴う場合

暗渠排水 15万円/10a

湧水処理 15万円/100m

末端の畑地かんがい施設

整備

20万円/10a
（30万円/10a） （）は樹園地の場合

※中心経営体に集約化（面的集積）する農地については、上記定額助成単価を２割加算


